
議案第７８号  
甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について  
上記の議案を提出する。    令和４年１１月２９日                        甲賀市長  岩 永 裕 貴   



   甲賀市立みなくち診療所条例  甲賀市水口医療介護センター条例（平成２３年甲賀市条例第３１号）の全部を改
正する。  （設置） 
第１条 国民健康保険の趣旨に基づき、被保険者及び一般患者の診療を行い、国民
健康保険事業を円滑に実施するとともに、公衆衛生の向上及び増進に寄与するた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条第

１項及び甲賀市国民健康保険条例（平成１６年甲賀市条例第１０６号）第７条第

２項の規定により診療所（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２

項に規定する診療所をいう。以下同じ。）を設置する。  （名称及び位置） 
第２条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 
甲賀市立みなくち診療所 甲賀市水口町貴生川２９３番地１  （業務） 

第３条 診療所は、甲賀市国民健康保険の被保険者（以下「被保険者」という。）
に対し、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者に対して

も行うことができる。  （１） 診療  （２） 薬剤又は治療材料の投与及び支給  （３） 処置、手術その他の治療  （４） 療養の指導及び相談  （５） 健康診断及び健康相談  （６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務 
２ 診療所は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）における居宅介護サービス
を行うことができる。  （診療科目） 

第４条 診療所の診療科目は、内科その他市長が必要と認める診療科目とする。  （診療時間及び休診日） 
第５条 診療所の診療時間及び休診日は、市長が別に定める。 



 （使用料等） 
第６条 診療所の利用に係る診療、処置、手術その他の治療に要する費用又は薬剤
若しくは保険医療材料の費用は、診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告

示第５９号）により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、当該

各号に定める額により算定した額とする。  （１） 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の規定に基づく療養
に要する費用 １点単価１１円５０銭  （２） 自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）の規定に基づく療養
に要する費用 １点単価１５円  （３） 保険診療以外の診療費用 １点単価１０円 

２ 居宅介護サービスに要する費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定
に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）により算定した額とする。 

３ 診療所において、診断書等の交付を受けた者は、規則で定める額に消費税法
（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税の額及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額を納

付しなければならない。  （使用料等の減免及び追徴） 
第７条 市長が特に必要と認めるときは、申請により使用料等を減免することがで
きる。 

２ 虚偽の申立て等により、使用料等の減免を受けたことが明らかになった場合に
は、減免を受けた金額を追徴する。  （損害賠償） 

第８条 利用者は、診療所の施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、市長
が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが

適当でないと認めたときは、この限りでない。  （地方公営企業法の財務規定等の適用） 
第９条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「公営企業法」とい
う。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第

１条第２項の規定により、この条例による診療所事業（以下「診療所事業」とい

う。）に公営企業法第２条第２項に規定する財務規定等を適用する。 



 （重要な資産の取得及び処分） 
第１０条 公営企業法第３３条第２項の規定により、予算で定めなければならない
診療所事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てす

る売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積金額）が、２，００

０万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡（土地については、１件５，００

０平方メートル以上に係るものに限る。）とする。  （議会の同意を要する賠償責任の免除） 
第１１条 公営企業法第３４条において準用する法第２４３条の２の２第８項の規
定により、診療所事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１０万円以上であ

る場合とする。  （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 
第１２条 診療所事業の業務に関し、公営企業法第４０条第２項の規定により条例
で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価

格が１００万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当

該決定に係る額が１００万円以上のものとする。  （業務状況説明書類の作成） 
第１３条 市長は、診療所事業に関し、公営企業法第４０条の２第１項の規定によ
り、毎事業年度の４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１

１月３０日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の状況を説明する書類

を５月３１日までに作成しなければならない。 
２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、
１１月３０日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、５月３

１日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業

の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。  （１） 事業の概況  （２） 経理の状況  （３） 前２号に掲げるもののほか、診療所事業の経営状況を明らかにするた
め、市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に規定する期日までに同項の業務



の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、

できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。  （指定管理者の指定等） 
第１４条 市長は、法第２４４条の２第３項の規定により、診療所の管理に関する
次に掲げる業務（以下「管理業務」という。）を指定管理者に行わせることがで

きる。  （１） 第３条各項に規定する業務  （２） 施設又は設備等の維持管理に関する業務  （３） 利用料金（法第２４４条の２第８項に規定する料金をいう。以下同
じ。）の収受に関する業務  （４） 前３号に掲げるもののほか、診療所の運営に関して市長が必要と認める
業務 

２ 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第７
条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料

等」とあるのは「利用料金」とする。  （利用料金） 
第１５条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合におけ
る利用料金の額は、第６条に規定する範囲において、指定管理者が市長の承認を

得て定めるものとする。  （委任） 
第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。    付 則  この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第７８号参考資料 

甲賀市水口医療介護センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

甲賀市立みなくち診療所条例 甲賀市水口医療介護センター条例 

 目次 

第１章 総則（第１条―第１５条） 

第２章 診療所（第１６条―第２１条） 

第３章 介護老人保健施設（第２２条―第２７条） 

第４章 補則（第２８条） 

付則 

 第１章 総則 

（設置） 

第１条 国民健康保険の趣旨に基づき、被保険者及び一般患者の診療を

行い、国民健康保険事業を円滑に実施するとともに、公衆衛生の向上

及び増進に寄与するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「法」という。）第２４４条第１項及び甲賀市国民健康保険条例

（平成１６年甲賀市条例第１０６号）第７条第２項の規定により診療

所（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定す

る診療所をいう。以下同じ。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（設置） 

第１条 市民の健康医療の向上及び福祉の増進に寄与するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４

条第１項及び甲賀市国民健康保険条例（平成１６年甲賀市条例第１０

６号）第７条第２項の規定により甲賀市水口医療介護センター（以下

「センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

甲賀市水口医療介護センター 甲賀市水口町貴生川２９３番地１ 
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名称 位置 

甲賀市立みなくち診療所 甲賀市水口町貴生川２９３番地１ 

（業務） 

第３条 診療所は、甲賀市国民健康保険の被保険者（以下「被保険者」

という。）に対し、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保

険者以外の者に対しても行うことができる。 

（１） 診療 

（２） 薬剤又は治療材料の投与及び支給 

（３） 処置、手術その他の治療 

（４） 療養の指導及び相談 

（５） 健康診断及び健康相談 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務 

２ 診療所は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）における居宅介

護サービスを行うことができる。 

（診療科目） 

第４条 診療所の診療科目は、内科その他市長が必要と認める診療科目

とする。 

（診療時間及び休診日） 

第５条 診療所の診療時間及び休診日は、市長が別に定める。 

（使用料等） 

第６条 診療所の利用に係る診療、処置、手術その他の治療に要する費

用又は薬剤若しくは保険医療材料の費用は、診療報酬の算定方法（平

成２０年厚生労働省告示第５９号）により算定した額とする。ただ

（地方公営企業法の財務規定等の適用） 

第３条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「公営企業

法」という。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年

政令第４０３号）第１条第２項の規定により、この条例による医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療所

（以下「診療所」という。）事業及び介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。）第８条第２５項に規定する介護老人保

健施設（以下「介護老人保健施設」という。）事業（以下「センター

事業」という。）に公営企業法第２条第２項に規定する財務規定等を

適用する。 

（経営の基本） 

第４条 センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に

応じて効率的かつ適正に運営しなければならない。 

（施設の構成） 

第５条 センター内に、次の施設を置く。 

（１） 診療所 

（２） 介護老人保健施設 

（職員） 

第６条 センターの総括管理者としてセンター長を置くほか、各施設内

に必要な管理責任者及び職員を置く。 

（使用料等） 

第７条 診療所の利用に係る診療、処置、手術、その他の治療に要する

費用、薬剤又は保険医療材料の費用は、診療報酬の算定方法により算
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し、次の各号に掲げる費用は、当該各号に定める額により算定した額

とする。 

（１） 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の規定に

基づく療養に要する費用 １点単価１１円５０銭 

（２） 自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）の規定に

基づく療養に要する費用 １点単価１５円 

（３） 保険診療以外の診療費用 １点単価１０円 

２ 居宅介護サービスに要する費用は、指定居宅サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）により算

定した額とする。 

３ 診療所において、診断書等の交付を受けた者は、規則で定める額に

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税の額及び

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の額

に相当する額を加算した額を納付しなければならない。 

（使用料等の減免及び追徴） 

第７条 市長が特に必要と認めるときは、申請により使用料等を減免す

ることができる。 

２ 虚偽の申立て等により、使用料等の減免を受けたことが明らかにな

った場合には、減免を受けた金額を追徴する。 

（損害賠償） 

第８条 利用者は、診療所の施設又は設備等を破損し、又は滅失したと

きは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損

害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号）の規定に基づく療養に要する費用の額は、１点単価１１円５

０銭で算定した額とし、自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９

７号）の規定に基づく療養に要する費用の額は、１点単価１５円で算

定した額とし、保険診療以外の診療費用については、１点単価１０円

で算定した額とする。 

２ 介護老人保健施設の使用料の額は、次の各号に掲げるサービスの種

類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション（以下

「通所リハビリテーション」という。） 次に掲げる額の合計額 

ア 法第４１条第４項第１号の規定により厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額 

イ 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施

行規則」という。）第６１条第１号に掲げる費用として、別表第

１に定める額 

（２） 法第８条第１０項に規定する短期入所療養介護（以下「短期

入所療養介護」という。） 次に掲げる額の合計額 

ア 法第４１条第４項第２号の規定により厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額 

イ 法第５１条の３第２項第１号及び第６１条の３第２項第１号に

規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者に

おける食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働

大臣が定める費用の額（以下「食費に関する告示」という。）に
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（地方公営企業法の財務規定等の適用） 

第９条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「公営企業

法」という。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年

政令第４０３号）第１条第２項の規定により、この条例による診療所

事業（以下「診療所事業」という。）に公営企業法第２条第２項に規

定する財務規定等を適用する。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 公営企業法第３３条第２項の規定により、予算で定めなけれ

ばならない診療所事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格

（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、そ

の適正な見積金額）が、２，０００万円以上の不動産又は動産の買入

れ又は譲渡（土地については、１件５，０００平方メートル以上に係

るものに限る。）とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第１１条 公営企業法第３４条において準用する法第２４３条の２の２

第８項の規定により、診療所事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任

に係る賠償額が１０万円以上である場合とする。 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第１２条 診療所事業の業務に関し、公営企業法第４０条第２項の規定

により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金

額又はその目的物の価格が１００万円以上のもの及び法律上市の義務

に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が１００万円以上の

より算定した額で、別表第２に定める額 

ウ 施行規則第６１条第２号ニに掲げる費用として、別表第３に定

める額 

エ 法第５１条の３第２項第２号に規定する特定介護保険施設等に

おける居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の

事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第６１

条の３第２項第２号に規定する特定介護予防サービス事業者にお

ける滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事

情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額（以下「居住等費用

に関する告示」という。）に規定する従来型個室（老健・療養

等）又は多床室の額 

（３） 法第８条第２１項に規定する居宅介護支援（以下「居宅介護

支援」という。） 次に掲げる額 

ア 法第４６条第２項の規定により厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額 

（４） 法第８条第２５項に規定する介護保健施設サービス（以下

「介護保健施設サービス」という。） 次に掲げる額の合計額 

ア 法第４８条第２項の規定により厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額 

イ 食費に関する告示により算定した額で、別表第２に定める額 

ウ 施行規則第７９条第４号に掲げる費用として、別表第３に定め

る額 

エ 居住等費用に関する告示に規定する従来型個室（老健・療養
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ものとする。 

（業務状況説明書類の作成） 

第１３条 市長は、診療所事業に関し、公営企業法第４０条の２第１項

の規定により、毎事業年度の４月１日から９月３０日までの業務の状

況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３１日

までの業務の状況を説明する書類を５月３１日までに作成しなければ

ならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載する

とともに、１１月３０日までに作成する書類においては前事業年度の

決算の状況を、５月３１日までに作成する書類においては同日の属す

る事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしな

ければならない。 

（１） 事業の概況 

（２） 経理の状況 

（３） 前２号に掲げるもののほか、診療所事業の経営状況を明らか

にするため、市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に規定する期日までに

同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合

においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければなら

ない。 

（指定管理者の指定等） 

第１４条 市長は、法第２４４条の２第３項の規定により、診療所の管

理に関する次に掲げる業務（以下「管理業務」という。）を指定管理

等）又は多床室の額 

（５） 法第８条の２第８項に規定する介護予防通所リハビリテーシ

ョン（以下「介護予防通所リハビリテーション」という。） 次に

掲げる額の合計額 

ア 法第５３条第２項第１号の規定により厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額 

イ 施行規則第８４条第１号に掲げる費用として、別表第１に定め

る額 

（６） その他、個人専用の家電の電気代等サービス提供以外の使用

料等については、規則で定める。 

（手数料） 

第８条 センターにおいて、診断書等の交付を受けた者は、別表第４に

定める額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費

税の額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方

消費税の額に相当する額を加算した額を手数料として納付しなければ

ならない。 

（使用料等の減免及び追徴） 

第９条 市長が特に必要と認めるときは、申請により使用料等を減免す

ることができる。 

２ 虚偽の申立て等により、使用料等の減免を受けたことが明らかにな

った場合には、減免を受けた金額を追徴する。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 公営企業法第３３条第２項の規定により、予算で定めなけれ
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者に行わせることができる。 

（１） 第３条各項に規定する業務 

（２） 施設又は設備等の維持管理に関する業務 

（３） 利用料金（法第２４４条の２第８項に規定する料金をいう。

以下同じ。）の収受に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、診療所の運営に関して市長が必

要と認める業務 

２ 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合に

おける第７条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管

理者」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」とする。 

（利用料金） 

第１５条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる

場合における利用料金の額は、第６条に規定する範囲において、指定

管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則

で定める。 

 

ばならないセンター事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価

格（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、

その適正な見積金額）が、２，０００万円以上の不動産若しくは動産

の買入れ又は譲渡（土地については、１件５，０００平方メートル以

上に係るものに限る。）とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第１１条 公営企業法第３４条において準用する自治法第２４３条の２

第８項第２４３条の２の２第８項の規定により、センター事業の業務

に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければな

らない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１０万円以上である場合

とする。 

（議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等） 

第１２条 センター事業の業務に関し、公営企業法第４０条第２項の規

定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でそ

の金額又はその目的物の価格が１００万円以上のもの及び法律上市の

義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が１００万円以

上のものとする。 

（業務状況説明書類の作成） 

第１３条 市長は、センター事業に関し、公営企業法第４０条の２第１

項の規定に基づき、毎事業年度の４月１日から９月３０日までの業務

の状況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３

１日までの業務の状況を説明する書類を５月３１日までに作成しなけ

ればならない。 



7/12 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載する

とともに、１１月３０日までに作成する書類においては、前事業年度

の決算の状況を、５月３１日までに作成する書類においては、同日の

属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかに

しなければならない。 

（１） 事業の概況 

（２） 経理の状況 

（３） 前２号に掲げるもののほか、センター事業の経営状況を明ら

かにするため、市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同

項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合に

おいては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならな

い。 

（利用の制限） 

第１４条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、センターの利用の制限、停止又は退去を命ずることができる。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

（２） 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると

き。 

（損害賠償） 

第１５条 利用者は、センターの施設又は設備等を破損し、若しくは滅

失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、
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市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限り

でない。 

 第２章 診療所 

 （目的） 

第１６条 診療所は、国民健康保険の趣旨に基づき、被保険者及び一般

患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施するとともに、公

衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 

（名称） 

第１７条 診療所の名称は、甲賀市立みなくち診療所（以下「みなくち

診療所」という。）と称する。 

（業務） 

第１８条 みなくち診療所は、甲賀市国民健康保険の被保険者（以下

「被保険者」という。）に対し、次に掲げる業務を行うものとする。

ただし、被保険者以外の者に対しても行うことができる。 

（１） 診療 

（２） 薬剤又は治療材料の投与及び支給 

（３） 処置、手術その他の治療 

（４） 療養の指導及び相談 

（５） 健康診断及び健康相談 

（６） 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める業務 

（診療科目） 

第１９条 みなくち診療所の診療科目は、整形外科、内科その他市長が

必要と認める診療科目とする。 
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（職員） 

第２０条 みなくち診療所に、院長及び必要な職員を置く。 

（診療時間及び休診日） 

第２１条 みなくち診療所の診療時間及び休診日は、次に掲げるとおり

とする。 

（１） 診療時間 午前９時から午後５時まで 

（２） 休診日 

ア 日曜日及び土曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日 

ウ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

２ センター長は、前項に規定する診療時間又は休診日を変更し、若し

くは臨時に休診日を定めることができる。 

 第３章 介護老人保健施設 

 （目的） 

第２２条 介護老人保健施設は、施設サービスを希望する要介護者に対

し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理下におけ

る介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う

ことにより、居宅における生活への復帰を目指す施設とする。 

（名称） 

第２３条 介護老人保健施設の名称は、甲賀市立介護老人保健施設ケア

センターささゆり（以下「ケアセンターささゆり」という。）と称す

る。 



10/12 

（事業） 

第２４条 ケアセンターささゆりは、次に掲げる事業を行う。 

（１） 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーショ

ン 

（２） 短期入所療養介護 

（３） 居宅介護支援 

（４） 介護保健施設サービス 

（５） 前各号に掲げるもののほか、介護老人保健施設の設置の目的

を達成するために必要な事業 

（職員） 

第２５条 ケアセンターささゆりに、所長及び必要な職員を置く。 

（利用時間及び休業日） 

第２６条 ケアセンターささゆりの第２４条第１号及び第３号に係る事

業の利用時間及び休業日については、第２１条の規定を準用する。こ

の場合において、同条中「診療時間」とあるのは「利用時間」と、

「休診日」とあるのは「休業日」と、「午後５時」とあるのは「午後

４時」と読み替えるものとする。 

（利用定員） 

第２７条 ケアセンターささゆりの利用定員は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 入所定員 ２９人 

（２） 通所定員 ２０人 

 第４章 補則 
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 （委任） 

第２８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則

で定める。 

 別表第１（第７条関係） 

 区分 単位 金額 

食費 １食 ６５０円 

紙おむつ費 １枚 実費 

日用品費 １日 実費 

教養娯楽費 １日 実費 
 

 別表第２（第７条関係） 

 区分 単位 金額 

朝食 １食 ３００円 

昼食 １食 ５４０円 

夕食 １食 ５４０円 
 

 別表第３（第７条関係） 

 区分 単位 金額 

日用品費 １日 実費 

教養娯楽費 １日 実費 
 

 別表第４（第８条関係） 

 区分 単位 金額 

診断書（施設備付用紙） １通 １，５００円 
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健康診断書 １通 １，５００円 

死亡診断書 １通 ５，０００円 

死体検案書 １通 １０，０００円 

生命保険会社用診断書 １通 ３，０００円 

年金関係診断書 １通 ３，０００円 

交通災害見舞金請求用診断書 １通 １，０００円 

自動車損害賠償責任保険請求診断書 １通 ３，０００円 

自動車損害賠償責任保険診療費明細

書 

１通 ２，０００円 

自動車損害賠償責任保険後遺症診断

書 

１通 ３，０００円 

通院証明書 １通 ３，０００円 

原本証明書（死亡証明書） １通 １，０００円 

諸証明交付手数料 １件 ３００円 
 

付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


